
目論見書補完書面（投資信託）
（この書面は、金融商品取引法第３７条の３の規定によりお渡しするものです。）

２０２５年１２月

株式会社中国銀行

この書面および目論見書の内容をよくお読みください。
（目論見書には、金融サービス提供法第４条に基づく重要事項の説明が含まれています。）

  当ファンドのお取引きに関しては、金融商品取引法第３７条の６の規定

  （いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

■当ファンドに係る金融商品取引契約の概要

株式会社中国銀行（以下「当行」といいます。）は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する

事務をおこないます。

■当行がおこなう登録金融機関業務の内容および方法の概要

当行がおこなう登録金融機関業務は、主に金融商品取引法第３３条の２の規定に基づくものです。当行において投資

信託のお取引きをおこなわれる場合は、以下によります。

・投資信託のお取引きにあたっては、投資信託口座（兼振替決済口座）の開設が必要となります。

・購入のお申込みをいただいた時は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金をお預けいただいたうえで、お

申込みをお受けいたします。

・お申込みにあたっては、ファンド名、購入・換金の別、数量あるいは金額等の注文に必要な事項を明示していただ

きます。

・お取引きが成立した場合には、取引報告書をお客さまに郵送または電子交付いたします。

■当行とお客さまとの利益が相反するおそれ

・当行は、当ファンドを販売することにより、目論見書に記載の販売会社が配分を受ける信託報酬を受領いたします。

・当行の営業職員に対する業績評価上、この商品販売が他の商品の販売より高く評価される場合があります。

（お客さまの資産形成に資する観点で商品毎に評価を変えています。）

■当行の概要

商号等 株式会社 中国銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第２号

本店所在地 岡山県岡山市北区丸の内１丁目１５番２０号

資本金 １５１億円

主な事業 銀行業、登録金融機関業務

創立年月日 昭和５年１２月２１日

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会

認定投資者保護団体 当行が対象事業者となっている認定投資者保護団体はございません。

お問い合わせ先

お取引きのある支店または、以下の先までご連絡ください。

●中国銀行市場管理部  ０１２０－２２５－６６６

●ちゅうぎんテレフォンバンキングセンター

投資信託専用ダイヤル ０１２０－２３４－２７３

苦情処理措置

および

指定紛争解決措置

●特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

証券・金融商品あっせん相談センター ０１２０－６４－５００５

●一般社団法人 全国銀行協会

全国銀行協会相談室

０５７０－０１７１０９または０３－５２５２－３７７２



ＨＳＢＣインドオープン
購入時手数料・購入単位について

(１)購入手数料
【分配金再投資コース】

  購入代金に応じて、以下に定める手数料率を適用します。
  購入手数料は、購入価額に購入口数と手数料率を乗じた金額となります。

購入単位 購入代金 手数料率（税込み）

１万円以上

１円単位

１，０００万円未満 ３．３％

１，０００万円以上１億円未満 ２．２％

１億円以上 １．１％

  ※定期定額購入による注文、ちゅうぎんアプリによる購入注文の場合、購入単位は１千円
以上１円単位となります。
※購入代金は、購入手数料および購入手数料にかかる消費税相当額を含みます。

≪金額指定の場合≫
  ①手数料内枠購入
   手数料の金額＝｛お客さまの支払い金額÷（１＋手数料率）｝×手数料率
  （例）手数料率3.3％（税込み）の投資信託を1,000,000円購入の場合
     ｛1,000,000円÷（1＋0.033）｝×0.033＝31,945円手数料：31,945円
  ②手数料外枠購入
   手数料の金額＝約定金額×手数料率
  （例）手数料率3.3％（税込み）の投資信託で約定金額1,000,000円の場合
     1,000,000円×0.033＝33,000円手数料：33,000円

(２)インターネット・モバイルバンキング、ちゅうぎんアプリによるお申込の場合（申込金額は
5,000万円以内）、上記手数料率から20％割引させていただきます（定期定額による購入は
対象外）。

投資信託の購入手数料は購入時に負担いただくものですが、保有期間が長期におよぶほど、
１年あたりの負担率はしだいに減っていきます。

例えば、購入手数料率が３．３％（税込み）の場合

例えば、購入手数料率が３％（税抜き）の場合

10年 0.33%

・ ・・ ・

3.30%

・ ・

3年 1.10%

4年 0.83%

5年 0.66%

2年 1.65%

【保有期間】 【1年あたりのご負担率（税込み）】

1年

※投資信託によっては、購入手数料を頂戴せず、換金

　 時に保有期間に応じた換金手数料をお支払いいただ

 　く場合があります。

　 その場合も、保有期間が長期におよぶほど、1年あた

 　りの負担率はしだいに減っていきます。

※左記の図の手数料率や保有期間は例示です。

　 実際にお買付いただく投資信託の手数料率や残存期

　 間については、目論見書等でご確認ください。

　 投資信託をご購入いただく場合、上記の購入手数料

　 のほか、信託報酬やその他費用等をご負担いただき

　 ます。

　 また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額を

　 ご負担いただく場合があります。



目論見書補完書面（投資信託） 
（この書面は、金融商品取引法第３７条の３の規定によりお渡しするものです。） 

 

２０２５年１２月 
中銀証券株式会社 

この書面および目論見書の内容をよくお読みください。 
（目論見書には、金融サービス提供法第４条に基づく重要事項の説明が含まれています。） 

当ファンドのお取引きに関しては、金融商品取引法第３７条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。 

 
当ファンドに係る金融商品取引契約の概要 

中銀証券株式会社（以下「当社」といいます。）は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売
等に関する事務をおこないます。 

当社がおこなう金融商品取引業の内容および方法の概要 
当社がおこなう金融商品取引業は、主に金融商品取引法第２８条第１項の規定に基づく第一種金融商品取
引業であり、当社においてファンドのお取引きや保護預りをおこなわれる場合は、以下によります。 
・ 国内投信のお取引きにあたっては、保護預り口座および振替決済口座の開設が、また、外国投信のお取

引きにあたっては外国証券取引口座の開設が必要となります。 
・ お取引きのご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部または一部（前受金等）を

お預けいただいたうえで、お受けいたします。 
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金また

は有価証券をお預けいただきます。 
・ ご注文いただいたお取引きが成立した場合（法令に定める場合を除きます。）には、取引報告書をお客

さまにお渡しいたします（郵送または電磁的方法による場合を含みます）。 
当社とお客さまとの利益が相反するおそれ 

・ 当社は、当ファンドを販売することにより、目論見書に記載の販売会社が配分を受ける信託報酬を受領
いたします。 

・ 当社の営業職員に対する業績評価上、この商品販売が他の商品の販売よりも高く評価されることはありません。 
・ 金融商品仲介業務において、株式会社中国銀行の営業職員に対する業績評価上、この商品販売が他の商品

の販売より高く評価される場合があります。（お客さまの資産形成に資する観点で商品毎に評価を変えて
います。） 

当社の概要 

商 号 等  中銀証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第６号 

本 店 所 在 地 〒７００－０９０１ 岡山県岡山市北区本町２番５号  ちゅうぎん駅前ビル 

連 絡 先 ０８６－８０３－３５３１またはお取引きのある支店にご連絡ください。 

加 入 協 会  日本証券業協会 

指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

資 本 金 ２０億円 

主 な 事 業 金融商品取引業 

設 立 年 月 昭和１９年８月 

 
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。 
住  所：〒７００-０９０１ 岡山県岡山市北区本町２番５号 ちゅうぎん駅前ビル 
電話番号：０８６－８０３－３５３１ 
受付時間：月曜日～金曜日 ８時４０分～１７時００分（祝日等を除く） 

 
金融ＡＤＲ制度のご案内 
金融ＡＤＲ制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で、 
簡易・迅速な解決を目指す制度です。 
金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の
指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（ＦＩＮＭ
ＡＣ）」を利用することができます。 
住  所：〒１０３-００２５ 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 第二証券会館 
電話番号：０１２０－６４－５００５ 

（ＦＩＮＭＡＣは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。） 
受付時間：月曜日～金曜日 ９時００分～１７時００分（祝日等を除く） 



    

ＨＳＢＣインドオープン 

購入時手数料・購入単位について 
① 購入時手数料 

購入時手数料は、購入金額（（申込（注文）日の翌営業日の基準価額／１万口）×購入口数）に 
以下の手数料率を乗じた額とします。 

  【一般コース】【自動けいぞく投資コース】 
購入代金 手数料率 

１,０００万円未満 ３．３０％ （税抜３．０％） 
１,０００万円以上１億円未満 ２．２０％ （税抜２．０％） 
１億円以上 １．１０％ （税抜１．０％） 
※購入代金＝（申込（注文）日の翌営業日の基準価額／１万口）×購入口数＋購入時手数料（税込） 
※購入時手数料（税込）は、当該購入時手数料（税抜）にかかる消費税および地方消費税１０％ 
に相当する金額を加算した場合の料率を表記しております。 
（ご参考） 

口数指定で購入する場合 

例えば、基準価額 10,000円の時に 100万口ご購入いただく場合は、次のように計算します。 

 購入金額＝（10,000円/１万口）×100万口＝100万円 

 購入時手数料＝購入金額（100万円）×3.30％（税込）＝33,000円 

となり、購入金額に購入時手数料（税込）を加えた合計額 1,033,000 円を購入代金としてお支払いいた

だくこととなります。   

金額指定で購入する場合 

購入金額に購入時手数料（税込）を加えた合計額が購入代金（お支払いいただく金額）となるよう購入

口数を計算します。 

例えば、100万円の金額指定で購入する場合、購入代金の 100万円の中から購入時手数料（税込）をい

ただきますので、100万円全額が投資信託の購入金額となるものではありません。 
② 購入単位 

【一 般 コ ー ス】１万円以上１円単位(注)または１万口以上１口単位 
【自動けいぞく投資コース】１万円以上１円単位(注) 
（注）購入時手数料および購入時手数料に対する消費税等に相当する金額を含めて、 

１万円以上１円単位でご購入いただけます。 
③ 「中銀証券ホームトレード」での購入時手数料 

上記手数料率から２０％割引させていただきます。 

 

投資信託の購入時手数料は購入時に負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、 
１年あたりの負担率はしだいに減っていきます。 

例えば、購入時手数料が 3.30％（税込み）の場合 

  

※投資信託によっては、購入時手数料を頂戴せ

ず、解約時に保有期間に応じた解約手数料をお

支払いいただく場合があります。その場合も、

保有期間が長期に及ぶほど、１年あたりの負担

率はしだいに減っていきます。 

※左記の図の手数料率や保有期間は例示です。実

際にお買付いただく投資信託の手数料率や残存

期間については目論見書や目論見書補完書面で

ご確認ください。投資信託をご購入いただいた

場合には、上記の購入時手数料のほか、信託報

酬やその他費用等をご負担いただきます。 

また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保

額等をご負担いただく場合があります。実際の

手数料率等の詳細は目論見書又は目論見書補完

書面でご確認ください。 

 


